
「施策方針❶ 民間委託等の推進」の追加項目

⃝証明交付コーナー窓口業務の委託化
⃝斎場霊きゅう車運行業務の委託化
⃝大規模公園の公園管理業務における民間委託の拡大
⃝東部共同調理場の給食調理業務の委託化

「施策方針❸ 公共施設の効率化・最適化の推進」の追加項目

⃝市有温泉施設の民間譲渡を含めた民間活力の導入

健診（検診）の種類 対象者

健
康
診
査

国保特定健康診査 40～74歳の国保加入者

後期高齢者健康診査
後期高齢者医療加入者
（75歳以上の人か、65歳以上75歳未
満で一定の障害があり、申請で認めら
れた人）

健康増進健康診査 40歳以上の生活保護受給者など

が
ん
検
診

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

胸部（結核・肺がん）検診

40歳以上の人胃がん検診

大腸がん検診

乳がん（甲状腺）検診 40歳以上の女性

前立腺がん検診 50歳以上の男性

そ
の
他

成人歯科健康診査 本年度中に20･25･30･35･40･45・
50・55・60・65・70歳になる人

骨粗鬆症検診 本年度中に40･45・50・55・60・65・
70歳になる女性

肝炎ウイルス検診
❶40歳の人
❷�41歳以上で過去に肝炎ウイルス検
診を受けたことがない人

問 受診シール・がん検診については健康増進課 ☎０２７‐２２０‐５７８４
国保特定健康診査については保健指導室☎０２７‐２２０‐５７15
後期高齢者健康診査については国民健康保険課☎０２７‐８９８‐６２５３

毎年の受診が大事です
健診で体の状態をチェック

問 行政管理課 ☎０２７‐８９８‐６５３７

新年度を新たな体制で
計画の追加項目と組織変更をお知らせ

本年度から
封筒と受診シールの規格が変更に。

受診シールは1枚か2枚です。

　
本
市
で
は
受
診
シ
ー
ル
を
使
う
こ
と

で
、
各
種
健
診
（
検
診
）
が
全
て
無
料

で
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
病
気
は
早
期
発
見
が
鍵
で
す
。
せ
っ

か
く
無
料
で
受
け
ら
れ
る
も
の
。
毎
年

受
診
し
て
自
分
の
体
の
変
化
を
知
り
、

生
活
習
慣
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

　

対
象
者
に
は
受
診
に
必
要
な
受
診

シ
ー
ル
を
４
月
下
旬
に
発
送
予
定
で

す
。
各
種
健
診
（
検
診
）
の
対
象
者
は

下
表
の
と
お
り
。
市
内
医
療
機
関
で
受

診
す
る
個
別
検
診
か
、
保
健
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
実
施
す
る
集
団
検
診
が
選
べ
ま

す
。
シ
ー
ル
が
届
い
た
ら
内
容
を
確
認

し
、
早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

● 

各
種
医
療
保
険
の
健
康
診
査

　
国
保
特
定
健
康
診
査
と
後
期
高
齢
者

健
康
診
査
、
健
康
増
進
健
康
診
査
も
受

診
シ
ー
ル
で
受
診
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら

の
健
診
で
は
、
血
液
検
査
や
尿
検
査
、

医
師
の
診
察
、
問
診
な
ど
で
、
自
覚
症

状
な
く
進
む
生
活
習
慣
病
な
ど
を
早
期

に
発
見
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険

者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

● 

が
ん
検
診

　
が
ん
は
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
第
１

位
。
が
ん
検
診
は
、
自
覚
症
状
の
な
い

早
期
が
ん
を
発
見
す
る
の
に
有
効
で

す
。
早
期
発
見
、
早
期
治
療
で
治
る
確

率
も
高
く
な
り
ま
す
。

● 

そ
の
他
の
検
診

　
成
人
歯
科
、
骨
粗
鬆し
ょ
う

症
、
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
の
各
対
象
者
は
積
極
的
に
受
診
し

ま
し
ょ
う
。

市役所の組織を変更します

　４月から、市役所は下表のとおり組織を変更しました。新たな政策や事業に、積極的に取り組む組織体制を構
築。効果的に事業を進め、市民サービスのさらなる向上を目指します。

内容 主な理由

1 市民課にマイナンバーカード係を新設 マイナンバーカードの円滑な交付を行います。

2 スポーツ課インターハイ準備室をインターハイ推進室に改称 全国高等学校総合体育大会（通称インターハイ）が群馬県を主会場に
８月に開催されるため、名称を改めます。

3 観光振興課赤城山総合振興室の廃止 赤城山観光振興に関する業務の民間委託を実施。観光施設管理業務
やイベント業務は、市民部宮城・粕川・富士見支所に移管します。

4 子育て支援課こども健康第一係と第二係を、地域子育て係、こど
も健診係、母子健康係の３係体制に変更

２係体制から３係体制とすることで母子保健事業体制を強化。妊娠期
から子育て期にわたる支援の充実を図ります。

5 環境政策課を環境森林課に改称 森林環境譲与税を財源として実施する森林整備を推進します。

6 清掃施設課亀泉清掃工場と大胡クリーンセンターを閉場 亀泉清掃工場と大胡クリーンセンターを閉場し、可燃ごみ処理を六供
清掃工場に統合。ごみ処理施設の効率化を図ります。

7 公営事業課施設係と労務係を廃止 競輪開催事業などの民間委託に伴い、市が施行者として実施する事務
や施設管理に関する事務を再編するものです。

8 都市計画課景観係を景観・歴史まちづくり係に改称 歴史的風致を維持、向上し、歴史と文化を生かしたまちづくりを推進し
ます。

受診シールが
変更に！

行
財
政
改
革
に

新
た
な
項
目
を
追
加

　
　
昨
年
度
開
始
し
た
行
財
政
改
革
推
進

計
画
に
、
本
年
度
か
ら
取
り
組
む
新
た

な
施
策
項
目
を
追
加
。
改
正
し
た
計
画

を
公
表
し
ま
す
。
計
画
は
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。
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